
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開催形式 
 

オンライン（オンデマンド配信） 

   

対  象 
 

経験年数が５年未満の児童福祉施設の職員 

   

配信期間 
 

令和７年 ８月１２日（火）～ ９月３０日（火） 

   

申込期間 
 

令和７年 ６月１０日（火）～ ７月 ８日（火） 

   

研修費用 
 

４，０００円（共通教材費） 

   

受講決定 
 

令和７年 ７月１４日（月）までにご連絡します。 

 
 
 
 
 

児童福祉施設職員研修 開催要綱 

趣旨  児童福祉施設の職員として必要な知識・技術、制度動向の理解を深め、児童福祉の専門職と

しての資質向上を図ることを目的として開催します。 

【社会的養護処遇改善加算対象研修】 

改正児童福祉法の確認ができ 

ます 

 令和６年４月より施行された

改正児童福祉法について、職員

が押さえておくべきポイントと

課題を知ることができます。 

 

災害時における児童への対応

について学びます 

 災害時における児童の心理

を学び、専門職としてどのよう

に児童と関わればよいのかに

ついてのヒントを学べます。 

性教育との向き合い方について

考えます 

 児童の身を守るために、性教育

を学ぶことは児童にとって大切

なことです。施設内において、ど

のように児童に性教育を指導し

ていけばよいのか、年齢に応じた

教育方法を学べます。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

時間 研修科目 研修内容 

約 90 分 講義１ 

「児童福祉法改正からみる児童福

祉施設の役割と課題」 

 

令和６年４月より、改正児童福祉法が施行され 

ました。児童福祉施設で働く専門職として、児童福

祉法の改正について再確認を行い、施行から１年経

過したことによって見えてきた課題等について考

えます。 

約 90 分 講義２ 

「災害時における児童のこころの

ケア」 

 

 現代の日本は、いつどこで自然災害が起こっても

おかしくない時代です。 

災害時には、児童のこころにどのようなことが起

こるのか、どのようなケアが職員に求められるのか

について学びます。 

約 90 分 講義３ 

「児童福祉施設における性教育」 

 

児童が健全に成長していくためには、職員が適切

な性教育を行い、児童に対して正しい知識を教える

必要があります。 

性的関心の高い年頃の児童と関わる職員に求め

られる、性教育のあり方について学びます。 

 
 
 
 
 
 

本研修は、北海道の委託を受け実施します。 

 

プログラム 

※本研修は、対象施設［児童養護施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、児童心理治療施設、

乳児院］における処遇改善加算区分［Ⅱ‐ア、Ⅲ‐ア、Ⅳ‐ア］該当研修です。 

詳細については、北海道・札幌市担当所管等あてご確認ください。 

下記期間は、本会入居ビル（かでる 2.7）臨時休館となるため、その間、 

本会職員体制を縮小しての対応となります。 

各種お問合せ等に時間を要する場合がありますので、予めご了承いただき 

ますようお願い申し上げます。 

 

臨時休館期間 令和７年９月１７日（水）～９月２６日（金） 


